
 

札幌福祉医療器株式会社 運営規程 

福祉用具販売 

〈 事業の目的 〉 

第１条  札幌福祉医療器株式会社（以下「事業所」という。）が開設する福祉用具販売・

介護予防福祉用具販売の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従

業員（以下「専門相談員等」という）が要介護状態又は要支援状態にある高齢

者に対し、適正な福祉用具販売又は介護予防福祉用具販売（以下、「福祉用具販

売等」）を提供することを目的とする。 

 

〈 運営の方針 〉 

第２条  事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付

け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、

利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。 

（２）  事業の実行に当たっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

〈 事業所の名称等 〉 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりをする。 

（１）  名 称 札幌福祉医療器株式会社 

 

（２）  所在地 札幌市厚別区もみじ台南６丁目１番５号 

 

〈 職員の職種、員数及び職務内容 〉 

第４条  事業所に勤務する職種、員数、及び職内容は次のとおりとする。 

（１）  管 理 者  １名 （常勤） 

     管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら

も事業に係わるサービスの提供に当たるものとする。 

（２）  専門相談員 7名  （常勤） 

     専門相談員は、福祉用具貸与計画及び介護予防福祉用具貸与計画の作成、適切

な福祉用具販売等の選定の援助、取付け、調整等を行う。 

（３）  事務員    2名 

     事務員は事業に係わる業務に当たる。 



 

 

 

〈 営業日及び営業時間 〉 

第５条  事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

（１）  営 業 日 月曜日から土曜日までとする。 

          ただし、会社の定める土曜日、国民の祝日、年末年始、お盆休みを

除く。 

（２）  営業時間     午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（３）  サービス提供時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

〈 提供方法、内容及び販売費用等 〉 

第６条  福祉用具販売等の提供方法及び内容は次のとおりとする。 

（１）  利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具等が

適切に選定され、且つ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じると

ともに、文書を示して、福祉用具等の機能、使用方法、貸与費用等に関し十分

説明し、納得を得た上貸与に係わる同意を得るものとする。 

（２）  販売する福祉用具等の機能、安全性、衛生状態等に関し、常に充分な点検を行

う。 

（３）  利用者の身体の状況等に応じて福祉用具等の調整を行うとともに、使用方法、

使用上の留意事項、故障時の対応など十分な説明を行った上で、必要に応じて

利用者に実際に当該福祉用具等を使用させながら使用方法の指導を行う。 

（４）  居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に福祉用具等が位置づけられる場

合には、専門相談員は、当該計画に福祉当具販売が必要な理由が記載されるよ

うに借置しなければならない。 

（５）  居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されていない場合は、専門

相談員は福祉用具販売の申請時に当該福祉用具等の提供が必要な理由がわかる

書類を確認するものとする。 

（６）  取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。 

但し、選択制と認められた種目の内排泄予測支援機器を除き貸与の対象とする。 

 

２    販売費用等については次のとおりとする。 

（１）  

指定福祉用具販売及び介護予防福祉用具販売を提供した場合の利用料の額は、

現に当該特定福祉用具購入に要した費用の額とする。 

但し、受領委任払いの場合は負担割合に定めるところによる。 

（２）  

次条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具販売等に要した交通費及



 

び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。 

（３）  費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で

説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けること

とする。 

〈 通常の事業の実行地域 〉 

第７条  通常の事業の実行地域は、下記の区域とする。 

     石狩支庁（全域）、後志支庁（小樽市／仁木町／余市町） 

〈 その他運営に関する留意事項 〉 

第８条  その他運営に関する留意事項は次のとおりとする。 

（１）  専門相談員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業

務体制を整備する。 

採用時研修（採用後３ヶ月以内） 

継続研修（年１回） 

（２）  従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（３）  従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においても当該事項厳守すべき旨を従業者との雇

用契約の内容とする。 

（４）  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は札幌福祉医療器株式会

社と管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

第９条  高齢者虐待防止のための措置にかんする事項 

（１）  従業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に配慮を常に心がけながらサービス提供

をしなければならない。 

（２）  従業者は虐待等を発見しやすい立場にあることから虐待が発生した場合は速や

かに関係窓口に通報しなければならない。また、市町村が行う虐待等の調査に

協力するよう努めなければならない。 

（３）  虐待等の発生の防止、早期発見、再発の確実な防止のために社内に虐待防止検

討委員会を設置する。 

（４）  虐待防止のため採用時研修と継続研修（年 1回）を行う。 

附 則 

     当該運用規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

             平成１８年４月１日改定 

             平成１９年９月１日改定（事業の実施地域） 

             平成２４年４月１日改定（営業日） 

             令和元年５月２７日(人員) 

             令和５年１１月２４日改訂(人員、実施地域) 


